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ガバナンス体制の再構築等について 

 

当社は、2026 年１月 15 日付「特別委員会の調査報告書の指摘を受けた当社の対応方針につい

て」においてご報告いたしました、特別調査委員会の調査報告書（以下、「調査報告書」といいま

す。）における各種のガバナンス不全に関する指摘に対して、現時点において下記のとおり改善を

行っておりますのでお知らせいたします。 

株主をはじめとするステークホルダーの皆様におかれましては、今後ともご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 過去の開示文書の修正 

調査報告書では、株主提案に対する一部の反対意見について、事実に誤りがある、又は一般

株主に誤解を与える可能性があり、不適切だったとの評価が下されました。 

このような誤った記載や不適切な内容について調査を進め、本日付「（開示事項の訂正）過去

のリリースに関する訂正のお知らせ」において訂正を行いました。 

2. 指名報酬委員会の強化 

調査報告書では、指名報酬委員会について次のような指摘がなされております。 

 社長を含む後継者及びその育成計画について議論が行われず、また、監督機能が果たされ

ていなかった。 

 取締役候補者の選定が前社長の意向を追認する運用となっていた。 

 経営幹部の選解任について議論が行われていなかった。 

 報酬について、評価結果のフィードバックを受けるのみで、報酬を決定する議論が行われ

ていなかった。 

これらの指摘に対し、次のような改善施策を実施しております。 

 後継者の育成については、今後、サクセッションプラン（後継者計画）の制度化を行い、

同委員会の活動計画に組み込んで、後継者候補について継続的に議論を行う体制を構築し



 

 

てまいります。なお、今年度は同委員会において、新たな代表取締役社長、監査等委員で

ある取締役の候補者（増員）につき審議を行い、両名は本日開催の定時株主総会において

それぞれ選任されました。 

 取締役候補者の選定については、同委員会の規程を見直し、個別面談を行う権限を明記し、

候補者選定に主体的に関与していくこととしました。今後、候補者のスキルマトリクスの

作成・更新を定期的に行い、候補者を指名する方針の明確化、候補者を評価するプロセス

の透明化を図ってまいります。 

 報酬につきましては、同委員会において、役員報酬内規の改定、報酬体系の見直し等の実

質的な審議を開始いたしました。今後も報酬体系の抜本的見直しを継続して検討してまい

ります。 

3. 取締役会議長と社長の分離 

調査報告書では、買収提案検討当時、取締役会の実効性においてモニタリング機能が欠如し

ていたとの指摘を受けております。この指摘を受け、取締役会議長を社長以外の取締役とし、

監督機能の強化を図ることとしました。 

本日開催の定時株主総会において、定款変更及び取締役の選任が承認され、取締役会議長は

独立した役職となりました。 

4. 監査等委員会の改善 

調査報告書では、買収提案検討のプロセスにおける前経営陣の不適切な発言・行為について、

監査等委員会が期待されていた役割を果たしていなかったとの指摘を受けております。 

調査報告書の指摘及び指名報酬委員会の提案を受けて、前経営陣の当時から留任していた監

査等委員取締役は、2025 年 12 月 24 日付で辞任し、一時取締役として、社外取締役２名及び

執行役員１名を裁判所に申し立てし、選任されました。 

同委員会の監査・監督機能を強化するため、監査等委員をこれら３名に１名増員することと

し、本日開催の定時株主総会において４名が選任されました。 

5. アドバイザー等による不適切な助言に対する対応 

調査報告書でも触れられている株主提案に対する反対意見や買収提案検討のプロセスにおけ

る前経営陣による不適切な言動・開示について、アドバイザーであったトランスキャピタル

株式会社、敬和綜合法律事務所、三菱 UFJ 信託銀行株式会社に対して前経営陣による不適切

な言動・開示にかかる助言に対して報酬の一部又は全部の返還・減額請求を行っており、代

表取締役社長であった岩崎美樹氏、専務取締役であった中島秀雄氏に対しては報酬等の一部

返還請求を行っております。 

以 上 


